
未登記家屋納税義務者変更届 

貴町の家屋補充課税台帳に登録されている下記家屋の旧納税義務者を、下記事

由により    年度分から新納税義務者に変更願いたく必要書類を添付して申

請いたします。 

 なお、当該家屋に関して万一紛争がおきた場合は、当事者双方にて解決し、貴

町に対して絶対ご迷惑をおかけしません。 

 

（事由 □相続 □売買 □贈与 □その他） 

No 家屋の所在地 種類 構造 床面積 

1     
㎡ 

2     
㎡ 

3     
㎡ 

4     
㎡ 

 

  年  月  日  

北方町長 様 
新納税義務者  住 所 

 

     電話番号 
 

     氏 名            ㊞ 

 
 

旧納税義務者  住 所 

 
        氏 名            ㊞ 

 

 

添付書類については裏面をご覧ください。 

押印については裏面記載の実印の押印が必要な場合を除き、不要です。 

 

北方町使用欄 

申請書提出者 

□ 新納税義務者 

□ その他 

氏名： 

電話： 

 

□ 登記家屋の権利移転 

 

□ 土地の権利移転 

入力日 

入力者 

  ． ． 

 

確認日 

確認者 

  ． ． 

 

新
納
税
義
務
者
は
、
申
請
書
受
付
日
の
翌
年
４
月
１
日
が
属
す
る
年
度
か
ら
課
税
さ
れ
ま
す
。 



添付書類 

 ※原本を提出してください。原本還付が必要な場合はお申し付けください。 

【相続】 

1. 相続を証明する以下のいずれかの書類 

・遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書 

・遺言書（公正証書又は裁判所の検認を受けたもの） 

・調停調書、審判書等所有権が証明されるもの 

2. 上記がない場合は以下のいずれかの書類 

・旧納税義務者の死亡年月日が記載されている戸籍（除籍）謄本 及び 新納税 

義務者が相続権者であることを確認できる戸籍（除籍）謄本、戸籍附票等 

・法定相続情報証明制度による法定相続情報一覧図の写し 

・その他、被相続人の死亡及び相続関係について確認できる書類 

 

【売買、贈与、その他】 

1. 所有権の移転を証明する書類、旧納税義務者の印鑑証明書及び実印の押印 

・売買契約書、贈与証書等 

2. 調停調書、審判書等所有権が証明されるもの 

3. 上記 1,2 がない場合は、以下の書類 

・新旧納税義務者の印鑑証明書及び実印の押印 


